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電力会社の決算政策と料金問題

ー一関西電力のケース・スタディ

野村秀和

I 

周知のとおり，電力会社は公益事業のなかの中心的存在である。したがって，

公益事業としての性格に基づき，自然的(地域的〕独占と適正報酬とを保障され

る代わりに，給付提供の義務を負い，需要者を差別する乙とは許されない。と

〈に，提供給付の価格と企業利潤との関係は.適正原仙の算定という会計百|算

を媒介として，その調整が公益事業「統制」という名で行なわれることになっ

ている。通常，公益事莱統制り問題というときは，料金問題すなわち適正原価

算定を媒介として，企業に適E報酬を保障するために，サービス給付の受益者

に，どの程度の負担増を料金単価の上昇という形で認めるか，ということにな

る。 • このような料金問題は I公益事業会社の消費先別給付に対する各種料金の

年度総収入額(これを料企水準 RateLevel i::.-¥..、引を決定することと，この料令

水準争各種給付に割付けて.各種料金を決定することの二つに区分される。」。

本稿は，乙の前者について，すなわち，料金水準の変更〔上昇〉を必要とする

という問題提起と有価証券報告書総覧に公表してきた関西電力の決算政策との

関係を検討する乙とを課題としたものである。そして，この検討のなかで，料

金値上げ申請のための世論誘導に関西電力の行なった決算政策が無関係とはい

えない，逆に，料金問題を意識して決算処理が行なわれてきたと考えざるをえ

1) j出荷，アメ"舟における公益事業の料金帯出白一過程 「経済論議J 第90~巷第 4 号，和昭37"年
10月.67買.
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ないのではなし、かという疑点を問題とし，わが国巨大企業の決算処理をめぐ呂

1つのケ一月";<タディとしたし、。

関西電力の料金値上げ問題が新聞紙上に登場するのは，昭和47年11月8日付

の各紙である。これは，昭和47午 9月決算「の公表を契機Eして，そこで計 fき

れた利益が「三月期比，および前年同期比で40%以上の減益になり，別途積立

令を全額取り崩して配当原資に充てjめ るという決算結果の公表効果を土台と

して， I電力値上げ必至? 関電創業来の大巾減益」のというヒ Y セーシ z ナノレ

なマスコミの報道となって表れてきたのである。

このように，昭和47年 9月決算の言r-.r二利益の「大巾減」という決算政策が，

料金問題の提起の出発点になった ζとは，否定できない事実であろう。

そして，関西電力は，年を越した昭和4昨 6月20日に，前日の19日の四国電

力の値上げ申請に統いて， 平均 28.13%の値上げ申請を行なったのである。そ

して，その夏，資源不足，電カ危機という宣伝の中で，節電アッピーんをしな

がら，政府は同年9月29日から，上げ山を申請より少しばかり押えて，値上げ

実施を認可したのである。

なお，料金問題には，消費者別の差別料金問題が，それ目体としては適正原

価算定問題とからんで存在する。しかし，本稿では，この問題にJま深〈立ち入

らないの。 なぜなら，本稿は，値上げ問題とからめて，関西電力の決算政策の

内容について検討することに力点をおいているからである。

11 

電力会社の料金値上げの実施ということは，単に，電力のみならず，全体と

2) 日本経済新聞，昭和47年11月 8日付。

3) 毎日新閣，昭和47年11月 8日付.

4) 差別料金の成立の担拠は，それぞれの原価のちがいにあると」寸主張がなされるが，他の論拠
は，とれにより弾力性の強い需要を獲得することにより，非弾力的消費者〈一般消費者〉の固定
費負担を軽減することにあると主張されるe アメリカにおける差別価格の実態とこのような論拠
の批判は，拙稿， I前掲論文J77-80頁参照りこと。
なお，記丘の関西電力の消費者別販売電力量と料金収入および lKWHの平均単価の実績を

以下に示しておこう.
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しての物価に影響を及ぼすものとして，社会的影響のきわめて大きい事態であ

ることは言うまでもない。 Lかも，こうした重大な影響力を及ぼす料金値上げ

の阿J""，が，ある程皮まで電力会社の会計資料によって判断されるのである。 ι

白書t，*では，公益事業にかかわる会計問題の重要性が認識されな円ればならな

し、。

電力会社の会計の実態については，すでに北大の菅原教授によるすぐれた研

究論文が発表されている。減価償却について iある年度には設備増加ニ償却

費増加のゆえに定額法による償却範囲額相当に止め p ある年度にはそのおなじ

理由から定額法による償却範囲額を大幅に上まわる償却費(昭和37年 3月期 127

%)を計上しているのである」めと東京電力について述べておられることや，

固定資産税の会計処理主 9電力について検討され iつまり，どの方法から他

のどの方法へ変更した場合でも，それはすべて『妥当』であり，もし〈は電気

事業の特殊性にかんがみて『やむをえない』のであ」の るという監査報告を指

関西電力 (47下 47!lÚ~48/3

!c百里K晶子力J iよ円宇|収必 1単E価W実H績平〈円均〕

定額 152 0.5 953 0.5 6.27 
電 従量 4，781 15.6 52，655 28.3 1L01 

大口 1，571 5.1 15，631 8.4 9.95 

モD他 5U Q2 558 0.3 11. u6 

nl計| 6，554 21. 4 37.5 10.65 

業務用 2，848 9.3 22，357 12.0 7.85 
電 4、口 4，788 15.6 31，582 17.0 6.60 

大口 15.886 51. 9 59.193 31.8 3.73 

その他 56U 1.8 3，167 1.7 5.65 
力

計| 78.6 62.5 4.83 

遅収加算科生l
電灯電力計 186，201 I 100 6.08 

有価証若手報告書より作成。
5) 菅原秀人，電力会担の減価償却と監査， i経済論集J(北海掌闘大学〉第2U巻第2号， 昭和47

年 9月， 343頁.
6) 菅原秀人，電力会社の会計， i会計」第104巻第1号，昭和48年 7月， 44頁。
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摘きれ，これも利益操作の有力な手段の 1っとして利用されていたこと，さら

に株式芳行費および社債発行費の会計処理についても，同様の検討を行なった

上で 1右の監査報告書の文章にみられるように，均等償却から他の方法への

変更ふ逆に他の方法から均等償却への変更も，いずれも『適正』とされてい

る。後者の場合は費用の期間配分の立場から適正であり，また前者0)，場合には

堅実性の見地からみて妥当であるというわけであるから，結局，容認できない

ような変更はないことになる」のと述べられるのである。

ただ，この研究は，今回ところ，昭和37年 3月までの資料であり，その対象

は，減価償却，固定資産税と株式および社債の発行費の会計処理に関するもの

であるので，本稿では菅原教授のとの研究をふまえ，きらに発展させる意味で，

資料を現在までつなぎ 9電力から焦点を関西電力にしぼって展開することに

する。なお，菅原教授の研究は，以上に述べた諸項目の会計処理における継続

性の適用においての浴意性が監査報告書との関係で指摘されており，電力会社

の会計実態を批判的に考察するばあい，欠かすことのできないきわめて重要な

認識であると考えられるものである。

ところで，関西電力の決算政策を料金問題と関連させて検討するためには，

すでに述べたとおり，昭和47年 9月決算と48年3月決算とを，その中心的検討

対象としながら，それ以前の決算政策との対比，また，わが国電力業界におけ

る他の電力 8社の決算政策と比較することが必要である。このことにより，関

西電力の決算政策に対する相対的位置と役割が，より深く理解されるであろう。

とはいっても，ここで採りあげることのできるのは，決算政策のすべ℃では

ないし，また，そのすべてを採りあげる必要もない。問題とすべきものは，期

間業績と内部蓄積とに関連する会訂処理として欠かすことのできない減価償却

および引当金の計上処理である。さらにあわせて， ドノL危機に端を発した最近

の国際通貨調整問題にかかわる外貨建債権・債務の為替換算差損益の処理を検

討するととにより，関西電力の決算政策がもっ本質的な望号勢を明らかにするこ

7) 菅原秀人， ，前蝿論文J48頁。
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とができるであろう。以下，これらの 3点についての個別的な検討に入ること

にする。

111 

1 減価償却について

電力会社は，関西電力に限らず，どり電力会社においても，固定資産が圧倒

的に多いことは周知の事実である。第1表にみるとおり，昭和48年 3月時点で

第 l表固定資産比率〔帳簿価額〉

昭和48年 3月末

関西電力 91.1% 

東京 fJ 91.3 

中部 か 87.7 

中 国 dツ 88.9 

北陸 " 
86.4 

東北 。 86.7 

四国 b 91.5 

九州 " 
88.6 

北海道 dケ 90.5 

有価証芽報告書より。

の関西電力は，総資産に占め

る固定資産〔帳簿価額〕の比率

は， 91.1%であり 9電力中，

最低の北陸電力でも， 86.4% 

を占めている。ょのことは，

第 2表，第 3表にみるとおり，

第2表 (関西電力〕 く百万円〉

i営電気業事重時(A) 減価但償)却 B/A (%) 

46.3 130，917 27，261 20.82 

9 139，717 28，940 20.71 

47.3 139，565 30，66.3 21.97 

9 167，572 41，893 25.0 

48.3 159，678 29，224 18.30 

有価証券報告書より。

第 3表昭和48年日月 〈宵万円〉

1言語ω|滅ザ却同/A叩

東京電力 262，204 54，861 20.92 

中部。 127，297 28，097 22.07 

中国 fJ 58，813 9.258 15.74 

itl唾か 33，224 5，646 16.99 

東北ノ/ 78，204 14，982 19.16 

四因。 30，462 5，610 18.42 

九州か 75，400 14，403 19.10 

北海道。 29，622 5，495 18.55 

減価償却額が電気事業営業費 有価証券報告書ょのロ

用むな由、に占める比率の大きさ左なって表れているのである。絶対額に Lても

昭和48年 2月期でみると，東京電力の 548億円に対L 関西電力は 292億円と

2番目の額を示している。税引後利益が，同期において，東京電力で 215億円，
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関西電力で84億

円であることを

考えると，減価

償却額の大きさ

が理解できるで

あろう。

この事態を，

関西電力につい

て，最近の 4年

間にわたって示

第 112巻第6号

第4表関西電力の利益と減価償却 (億円〉

来童処覇分童別書 I普通償却 I特別償却

44.9 108 80 218 8 

45.3 118 81 225 9 

9 69 80 239 70 

46.3 111 81 266 6 

9 110 82 277 17 

47.3 122 91 291 16 

9 35 47 312 107 

48.3 84 84 292 。
有価証券報告書より。

したのが第4表である。利益と減価償却の金額比較により，減価償却の計上額

(，現金支出を伴わぬ原価で ー売上収入となった現金を企業内に留保する性質をもって

いる」町が，当期業績に大きな影響を与えうる条件をもっていることが理解さ

れるのである。

したがって，こうした重要な位置にある減価償却の計算において，その計算

方法の変更は，減価償却の計上額をかなりの程度に変動させるため，当期の利

益に与える影響は決定的ともいえるのである。周知のとおり，公益事業の電力

料金算定においては，減価償却は定額法で計算すると定められている。しかL

現状では，有価証券報告書に公表されている減価償却方法は，税法上の届出基

準である定率法であることは，当然のこととされている。わが国 9電力のなか

でも関西電力りように，償却資産の増大が，経済の高度成長に伴う電力供給議

務を果たすための設備拡張として，継続的にみられるばあいにはペ定額法と

定率法の選択は，期間利益の計上額に大き〈影響する。

ζ うした点をふまえれば，昭和38年 9月までの各電力会社D有価証券報告書

8) 通商産業省産業構造審議会答申〈昭和41年12月) Iコスト マネジメント」第1章第9節。
9) ちなみに，昭和田年 9月決算と48年3月快算との数字幸子比較してみると設のとおりである.

電気事業固定資産(取得価額〉は. 2，832憧円から 1兆3057億円と 4.6倍に，電気事業官業収
益は.460億円から1，921億円と 4.2倍に増大している.



電力会社の決算政策と料金J問題 (379) 7 

第5表定額法(定率法〕に対する減価償却計上率 (%) 

9 9 9 

関西電力 158 190(110) 174(1口0)194(110) 185(106) 

東京 I! 100 (55) 113 (63) 100 (55) 116 (62) 100 (54) 100 100 

中部 I! 118 (65) 133 (73) 121 (66) 107 (58) 139σ5) 100 (55) 149 (83) 

中 国 ノケ 169 (93) 139σ6) 166 (90) 135 (75) 

北陸 1ケ 100 100 100 100 122 127 131 

東北 d少 100 104 133 (72) 104 110 101 

四国 ノシ 130 (70) 109 (61) 164 (92) 133 (72) 106 (58) 126 (70) 山脈|
九州 。 102 (56) 1日o(56) 106 (60) 100 (57) 100 (57) 

北海道 I! 170 127 (68) 129 (69) 120 (66) 164 (90) 122 (66) 

9 9 9 

関西電力 182(103) 166 (98) 169(102) 163(100) 176(110) 150(100) 

東京 IJ 100 (55) 1凹 (56) 128 (72) 174(100) 172(100) 168(100) 

中部 f/ 216く120) 150 (83) 166 (91) 155 (88) 157 (90) 100 (58) 

中国 IJ 173 (98) 164 (9の 190(111) 151 (88) 190(112) 180(109) 

北陸 f/ 151 120 (65) 130 (72) 135 (76) 100 (56) 102 (58) 

東北 /ノ 101 100 100 100 105 109 

四国 I! 157 (86) 120 (6め 136 (79) 162 190 154 

九州 汐 1日日 (58) 142 (84) 150 (89) 141 164(100) 134 (83) 

北海道 I! 183(100) 137 (76) 192 139 (80) 162 (96) 127 (75) 

有価証券報告書および菅原秀人，竜力会社の蹴幅憤却と監査.r経済論集」より作成。

には，料金算定の減価償却基準は定額法であることを明示し，当期実施の減価

償却が，定額法に対し何%に当たるかを注記していたことは，記憶に値する事

実であるといえよう。

第 5表は. 9電力が有価証券報告書に公表してい昌昭和38年 9月までの定額

法および定率法に対する実際の減価償却計上額の実施比率を示したものである。

ζ れによると，関西電力の減価償却の計上が，と〈に大きいことと定率法を上

廻る計上が一般的k実施されていたこ Eがわがる。

さらに，この期間の資料からは，定率法は定額法によるよりも， 約1.6倍か

ら1.8倍ぐらいの計上額に達することが示されている。 したがって，減価償却
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第6表減価償却方法の変遷

関西電力戸一電力|四国電力九州電カ 事時l喜望 日 l基署
32_9 A A A A A A A A A 

33.3 A A A A A A A A A 

9 A A A A A A A A A 

34.3 ⑤ A A A A A A A A 

9 A A A A A A A A A 

35.3 @ A A A A A A A A 

9 @ A A A A A A A 

36.3 @ A A A A A ③ A 

9 A A A A A A A D A 

37.3 ⑤ A @ A A A A D A 

9 A A A A A A A D A 

38.3 ④ A @ @ @ A A D A 

9 A A ④ A A A A D A 

39.3 B B B C D D D D D 

9 B B B C D D D D D 

10.3 B B B C c C D C D 

9 B B B C C C D C D 

41.3 B B B C C C D C D 

9 B B B C B C D C D 

42.3 B B B B B B C C D 

9 B B B B B B C C D 

13.3 B B B B B B E C C 

B B B B B B E C C 

44.3 B B B B B' B B B C 

9 B E E B B B B B C 

45.3 B E B E B B B B C 

9 B E B B' B B B B C 

46.3 E E B E B B E B C 

9 B B B B B B E B C 

47.3 B B B B B B B B C 
9 B B B E B B B B C 

48.3 C B B C B B B B C 

A 定率内で定額以上，④定率以上.B 有形定率，無形定額.C 有形一部定率部定抵
無罪定額.D 定観ー有価証券報告書より.
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の方法を定率法から定額法に変更することで，減価償却額の少なくとも 3分の

1強が，このぱあい減少するこ乙になるため，第一4表の利益と減価償却の比較

からも明らかなように，この方法の変更は，業績に決冠的といってもよい重大

な影響を与えることになるのである。関西電力昭和48年 3月決算では新規取得

資主主に限って償却ノ句法を定額法に切り換えたため，従来の基準に比べ，減価償

却計上額は31億円の減少と注記されていることからも，このことは裏づけられ

るのである。

第 6表は，現在までの 9電力の減価償却実施の方法を示したものである。こ

れによれば，減価償却は，過去において料金算定上は定額法であるとの注記を

していただけでな<. 5社は一時的にしろ.定額法で計算した事実があるので

ある。 9電力の中で，保守的な処理(内ff4留保前処理したがって公表利益の過少計

上につながる〉は， 関西電カ，東京電力， 中国電力の 3社だけにみられるもの

であることも理解できょう。

定率法の範囲内で定額法をこえる償却額の計上実務を擁護する代表的論理は，

東京電力の監査報告書に示されている。それによると 1公益事業として『電

気に関する臨時措置に関する法律』により電気供給義務を負うこと。かつ急激

に増加しつつある電気需用の現状からして毎期多額な設備投資をして設備の拡

充をはかっているので，普通償却範囲額は毎期増加していること。技術の進歩

により設備の近代化をはかりつつあること。電気料金の認可の際，電気料金り

原価として算入されている滅価償却費は定額法によるものである ζ とJ (昭和

37年 3月〕という諸点をあげ亡いるのである。 しかしこれは，菅原教授も指摘

され亡し、るように，同じ理由によって，昭和32年 9月には減価償却計上額を定

額法の範囲にとどめ，また，昭和37年 3月には定額法を大巾に上廻る償却を行

なう理由にされたのである。

ところで，関西電力の監査報告書のぼあいも，減価償却について，きわめて

興味深い見解が発表されているのである。すなわち，昭和36年 9月決算の北畑

公認会計士の報告では，定率法の範閉内で定額法を越える減価償却の実施に対
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い 「一般に公正妥当と認められる企業会計の原則ならびに手続に準拠して実

施しているとは言い難いが，電気料金算定上で規制を受ける償却方法およぴ電

気料金0のJ長期吉安t足を要請されている公益事莱の一般の企業と異なる諸事1情育の特

殊性に鑑Jみ弘」おおむ

が青木公認会計上に代つた昭和3幻7年 3月決算では r一般に公正妥当 とは

言い難しい、，Jという部分を抜いて，ほぼ北畑報告と同じ内容の監査報告が行なわ

れたのである M そして，昭和38年 3月決算になると rおおむね妥当」の理由

を，中味を基いて「電気料金算定上で規制を受けている公益事業の特殊性に基

づくもの」とだけ表現されるように変り.さらに，減価償却脅定率法基準に変

更した昭和39年 3月決算には r会社の採用する会計処理の原理および手続は，

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し，かつ，前事業年度と同

の基準に従って継続して適用」きれているので適正であるというように監査

報告の意見表明は変更されてきたのである。ここにいたり，公益事業の料金算

定上の計算方法である定額法についての配慮は完全に欠落してしまったといっ

てよいであろう叫。

しかも，料金値上げという社会的に影響の大きい事態に際して，関西電力。

とった決算政策は，問題の昭和47年 9月決算に典型的に示されているのである。

第 4表にみるとおり， ζζ では，美浜原子力発電所2号機の稼動に伴う81億円

の特別j償却を含む 107億円もの異常な特別償却の計上が莱績の悪化を決定づけ

ているのであって，もし，特別償却の計上をしなかったならば，人件費，燃料

費s 支手ム利息の高騰や原発を含む発電所事故により，他社からの融通電力の貝

電費の増加を含めても，業績は悪化を示さなかヮたのである。料金値上げ申請

の下工作の中心時期におけるこの決算政策は，それが税法上合法的な計算であ

るとはいえ，料金問題宥め〈る企業の会計計算左その報告rおける社会的責任

10) 定率法D範囲内で定額法を越える減価償却の計上を理由に，意見差控の監査報告書を提出して
いるのは，中部電力。伊藤公認金計士ただ 1人である.中部電力では，昭和巳9年 3月掛茸から，
定額法を採用するのであるが，それまで.Lたがって.38年9月まで，意見差控が，減価償却の
処理を理由に行なわれた。
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からいえば，事態の正Lい理解を誤らせる結果に誘導するものであったといっ

ても過言ではないであろう。先に述べたとおり， この決算による公表利益の縮

少が，マスコミにより，業績悪化，値上げ必至，という世論誘導に効果的に使

われたことは，ここでは繰り返さない。

税務申告や株主に対する配当可能利溢の計算として，企業が減価償却の方法

に定率法や特別償却を採用することについて，とやかく言っているのではない。

ζ こでは，料金問題をめぐるさまざまな見解，とくに値上げ反対論に対し，企

業会計上の社会的責任を果たすためには，少なくとも，料金算定上の原価資料

の公表を含む説得的態度が望ましいのではないかということが言いたいことで

ある。しかし，公表された資料としては有価証券報告書しかなく，その業績悪

化を示す計算処理過程には，減価償却計上についていえば，定率法の採用と特

別償却の計上がみられたのは，すでに述べてきたとおりであるo 料金値上げの

ムード作りの伏線ともなったこの決算処理は，それ自体としては，税法に基づ

く計算として，合法的であるとはいえ，値上げをめぐる企業採算計算すなわち

遡正原価計算の「客観的」表示という料金問題をめ「る会計上の社会的責任の

面からみると， 般消費者Iこも公表される唯一の会計資料と Lては，妥当なも

のといえないのではないかと考えられるのである。

2 引当金について

つぎに，個別問題の第2点として，引当金の残高状況を第7表でみると，絶

対額の点からいっても問題としなければならないのは，退職給与引当金であろ

う。すでにその額は，昭和48年 3月時点で， 553億円にも達しているのである。

これは第8表にも示しておいたように，昭和39年 3月より，税法累積限度の 2

倍基準すなわち全従業員の退職金期末要ーが吉額基準を採用L，昭和42年 3月に

はその水準に達するのである。驚いた ζ とには，この聞の税法2倍基準に対す

る累積不足充当額が，期によっては，法人税控除前利益に対して， 4%から12

%に達しているにもかかわらず叫，これに対し，注記においては i期間損益
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第 7表関西電力引当金残高 〈百万円〕

宅世主I!謂I1習当時当時1塑憐1115il間
44.9 44，443 2，805 7，393 3，518 1，137 50 178 

45_3 44，970 5，634 6，831 3，716 51 113 188 

9 49，73日 4，382 7，484 4，283 。 238 2口6

46.3 49，922 7，285 6，285 4，399 137 275 199 

9 51，816 10，067 6，.163 4，679 1，769 275 212 

47.3 52，109 13，660 6，623 4，737 2，105 675 211 

9 54，153 12，388 3，948 5，277 4，277 710 341 232 

48.3 55，290 12，388 6，258 5，566 4，611 710 341 235 

有師註券報告書より B

に及ぼす影響は重要 Eなし、」とされ，監査報告においても，これについての意

見を限定することもなく，適正と判断するのであるo

なお，昭和46年 3月から，繰入額を税法基準以下に押えたため，昭和48年 3

月時点、では期末要支給額の91%すなわち税法累積限度の 182%になっている。

この上うに，退職袷与引当金について税法累積限度の 2倍基準を採用している

のは，関西電力の他には，中国電力が昭和44年 3月から実施し， 48午 3月には

じめてその水準に達している官'1[があるだけであるととを考慮するならば，関西

電力のこの会計処理は，電力業界においてはj きわめて例外的な実務処理であ

ったといわなければならないであろう。この処理は値上げ問題が提起されなけ

れば，さしあたり「堅実な処理」と評価する論者も多いものと思われるのであ

るが，料金値上げとからめて考えるとき，税法限度を 2倍も超過する基準であ

り，しかもそれに加えて業界水準を抜く処理であるということを加味するなら

ば，問題とされざるをえないのは避けられないのである。

11) 当該各年度の%を示せば以下のとおりである。

|三|団 3 I開91-
110% I 5 IJ( 

有価証券報告書より。

1.3戸日 I42.3 I 
8 I 4 I 4 I 
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第 8表退職給与引当金D税法累積限度に対する設定比率 (%) 

|関西吋京電力|中国電力|中部電半北電山電性晴海男 電四 国力

37.3 130% 

9 135 1日O 税積限法累度

38.3 103 75 

9 100 99 88 
要白1支ヘ2 給分額の

100 

39.3 基2準倍へ 88 10日

9 76 100 (車産量)
40.3 

9 

41.3 

9 

42.3 200 

9 

43.3 

9 

44.3 ヘ2倍12基日準 100 10日

9 200 107 134 100 95 104 

45.~ 200 107 152 110 轄価方詰式 104 

9 200 106 154 109 94 98 

46.3 200 106 172 120 ⑤ 105 104 

9 193 105 171 118 98 

47.3 192 105 188 120 112 

9 186 104 184 118 107 

48.3 ①182 104 200 117 118 

残高 凶|山 1
1阻

①期末要支給額91%と表示 ② 複利現価率による本社基準へ

有価証券報告書より作成，

退職給与引当金については，昭和43年11月11日に発表された企業会計審議会

による「イ固別問題に関する意見第二」において 3つの設定方法を示している。

すなわち，
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1. 将来支給額予測方式

2 期末要支給額計上方式

3目 現価方式

第 112巷第6号

である。 ところで， 現価方式について述べている部分の「注 2Jにおいて.

「わが国企業における退職給与引当金の設定方法は，ほとんど法人税法の規定

する方法によっているが，この方法は，その基本的な考え方においては，期末

要支給額計上方式に現価方式を結合した方法と異ならない。ただし，法人税法

における期末要支給額の算定方法は，従業員の全員が自己都合により退職する

とした場合を前提とし，かつ，期末要支給額に割引率を適用して計算した現在

価値額が，期末要支給額の三分のーに相当する金額となることを前提としてい

る。」 と述べており， さらにこのばあい I企業の実態に応じた割引計算を行

なうべきものであるので，法人税法り定めるところによって画一的な言十鼻に基

づいて退職給与引当金を設定した場合には，企業によっては必ずしもそ白実態

に適合していない場合が生じる。」と述べている。そして， その事例として，

「ただし，近い将来に大量の退職者が見込まれる場合等明らかl手法人税法が定

める退時点古与引当金の限度額によることが妥当でないと認められる場合には，

企業の実態に応じた妥当な計算に基づ、いて退職給与引当金を設定すべきであ

る。」としていることはよく知られている主張である。

しかし，この聞の関西電力の監査報告書には，昭和38年 9月では「繰入額は

適正に計算されているJとあり，昭和39年 3月の税法累積限度の 2倍基準への

変更については，何らの意見表明もないのである。そして，昭和46年 9月決算

書以降 I会社は退職給与引当金について従業員の自己都合退職による期末退

職金要支給額の全額を引当てる基準を採用しているが，繰入不足は何円，残高

不足は何円となっている」という叙述に変更されるのである。ここには，会計

処理・手続の継続性の面から，不足額を表示する形になっているのであるが，

税法累積限度の 2倍基準への変更についての当・不当の判断は，結局のところ

述べられていないのである。
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しかも， 昭和47竿 9月までは「税法累積限度の 186%Jというように注記さ

れていたのが，昭和48年 3月からは「期末要支給額計上方式の基準によってお

り，期末残高は，同基準の91%J という注記表示に変更されているのである。

これは従来までの表示形式でいえば，税法累積限度の 182%であるわけなのだ

が，注記表示の継続性はこのように破られ，事情を知らない人々には，退職給

与引当金の累積計上額は，税法基準内であるかの土うな誤解を与えZ可能砕を

生みだしたのである。

関西電力という将来有望なエネノレギ一部門を担当する企業において，税法累

積限度の 2倍基準〔全員基準〕が，果たして実態に応じた妥当な額であるのかど

うかは，きわめて疑わしい。企業会計審議会の個別意見の趣旨からみても 2

倍基準は，近い将来，大量の退職者が見込まれる場合といった，現在の関西電

力とはおよそもがった事態を想定しているのであるから，妥当な基準について

は，料金値上げ問題が提起されている以上，消費者への負担転嫁による内部留

保強化だというようなことをいわれないためにも，十分検討し，実態に即した

ところまで引下げるべきであると思われる。そして，その設定根拠について，

納得のい〈説明が必要なことはいうまでもない。この意味では，関西電力の現

状からみて，税法累積限度でも高いと思われるりであるが，さしあたり，まず

そこまで引下げるべきてあろう叫。

また，渇水準備引当金は，合法的に設定されているのであるが，昭和47年 9

月の22億円の繰入額は，料金値よげとの関係でみると，結果的にではあるが，

業績悪化の 1つの材料であることは否定できない。

12) 昭和48年10月20日，和歌山で行なわれた「日本会計研究学会第23回関西部会」において，わた
くしは「関西電力の決算政策と料金問題」と題する報告(本稿はそれに加筆したも白である〉を
行なった。その席上，関西電力の監査を担当してこられた青木倫太郎教授より s 次りような趣冒
の御発言のあったことをここに記しておきたい。
i且帯結与引当金の会計処理については，通産省と大蔵省の聞の板ぽさみになって困った固アメ

リカの SECに関係するのは関西電力だけだったので， SECが， 退職給与引当金は負債だから
全員の要支給額を設定すべきであると要求したので，無理をして積み立てたりである。説法Z倍

基準は当然と思っている.関西人は，東京などと比べて保守的処理を好む体質があるのではない
か。 また，電力会社¢公認会計士の間では最初から研究会をもって， 監査にあたってきたのt
ある。(文責は筆者にある〕
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この他に，租税特別措置に基づく準備引当金設定についても，金額的には少

なくても，利益留保的性格のものである ζ とから問題とせざるをえない 4 とは

いうまでもない。

要するに，損益計算に関係する引当金繰入額は，料金値上げ問題とからめて

考慮するとき，値 tげ理由の業績悪化に直接影響しながら，内部留保力の強化

となる点を見逃してはならないのである。なかでも最大の退職給与引当金は，

税法累積限度の 2倍という基準を 9電力のなかでは最初に採用しており，しか

も，その基準採用の妥当性は電力事業の独占的性格からみて，きわめて乏しい

といわなければならないのである。この意味から，監査人が，一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準によって判断する「財務諸表の監査証明に関する

省令，第4条第3項の 1号」叫についての見解を述べないで r同条同項の 2

号i4
) による継続性に関してのみ見解を表明されている ζ とは， 事柄の性格か

らみて，きわめて理解し難いことであるといわなければならない。

3 為替換算差損益について

最後に，為替換算差損益についτ述べることにしよう。電力会社は膨大な外

貨建債務を有するために，今回。ドノレ危機による円切り上げの事態は，為替換

算益を生みだしているのである。 ζりばあい. 9電力会社中. 6電力会社でこ

の問題がみられるのであれなかでも，関西電力は，昭和48年 3月時点で，外

貨建債務の換算差益額は 9電力中トヅプの 136億円にも達している。

6電力会社の外貨建債務の表示処理は，問題の期間についてみれば，第9表

に示したとおりであるが，これについて，企業会計審議会の個別意見 もち

13) 財務需要の項目が一般に公正妻当と認められる企某会計り基準に従って処理さ札ているかどう
か，財務諸表の重要な項目が当該基準に従わないで処理されていると認められる場合には，その
冒，その理由及び当融会計処理が当融財務諸表に与え Cいる害響.

14) 財務諸表の項目が当該財務諸表に係る事業年度の直前の事業年度と同ーの基準により処理されし
ているかどうか，財務諸表の重要な項目が同一四基準により処理され口、ないと認められる場合
において，その基準の変更が正当な理由に基づいていると認められるときは，当該変更があった
旨，その基準の変更が正当な理由に基づい亡し、ないと認められるときは，ぞ山冒，当該変更が正
当な理由に基づいていないと認められる理由及じ当該変更が当該財務諸表に与えている影響e
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第9表外貨建て債務の為替換算差益 (百万円〉

昭46.9 47.3 47.9 48.3 

関短同醐|| 329 (841) 469 1，378 

西長期。 6，939 12，257 

東短期汐 344 (1，045) 341 1，508 (11) 
京長期汐 7，858 8，128 11，892 

Zツ 108 (307) (129) 305 

部 長 期 f/ 2，182 2，222 3，200 

。 27 (69) 

陛 長期 f/ 712 748 1，189 

D (95) (72) 159 

北長期 f/ 634 588 945 

九 短期 汐 63 (163) 71 144 

州長 期 Jツ 341 316 648 

は表下なし， ( )は挽算H基準による「基準為替相場主更差益」の計占領?他は発生時基準
採用のばあいの換算差益を示す。
有価証券報告書より作成ー

ろん，これ自体にも問題があると思われるのであ畠が一一ーの趣旨に照ら Lて，

関西電力の処理について検討してみることにする。

まず，昭和43年 5月2日付の個別意見第ーには I外貨建ての金銭債務〔負

債性引当金で外貨によって支出されるものを含む。〉及び自社発行の社債については，

将来弁済すべき外貨の決算日現在の円相当額をあらわす新換算額を付する。」

という決算H基準を明示したことは，記憶に値することであろう。ついで，昭

和46年 9月21日付の個別意見第三一一ーなお，個別怠見第二は退職給与引当金に

ついてのもので，為替相場の換算には関係していない では I外貨建ての

長期金銭債務については発生時の為替相場による円換算額を付L.，外貨建ての

短期金銭債務については決算日の為替相場による円換算額を付すること」を基

準とじている。ただし，長期・短期の金銭債務とも「すべてについて決算日の

為替相場による円換算額を付することもできる。」ということになっており，



18 (390) 第 112巻第6号

それに加えて，さらに「今回の措置は平佃の変更とは異なるものであるのでJ，

長期・短期の金銭債務の「すべてについて発生時の為替相場による円換算額を

付することを妨げない。この場合においては，短期金銭債務について決算日の

為替相場による円換算額を貸借対照表に注記Lなければならない。」と述べら

オしている。

昭和4陥年9月決算をみると， ζ のただし書きの最後の処理士，各社とも採用

していることが理解できるのである。

ついで，昭和46年 12月24日付の個別意見第四では[決算日の為替相場によ

る円換算額を付する。ただし，長期金銭債務については，発生時の為替相場に

よる円換算額を付することを妨げない。なお，tてだし書を適用した金銭債務に

ついては，主主主時の為替相場による円換算額を付した旨.その金額及び決算日

の為替相場による円換算額との差額を貸借対照表に注記するものとする。」と

あり，これに基づいて，昭和47年3月決算は，短期金銭債務についてみると，

各社とも基準為替相場変更差益を計上L-，長期金銭債務は，ただし書による差

額の注記を行なっているのである。

そLて，昭和47年 7月7日付の個別意見第五では[外貨建ての長期金銭債

務については，発生時の為替相場による円換算額を付し，外貨建ての短期金銭

債務については， 決算日の為替相場による円換算額を付する。」を原則としな

がら iただし，短期金銭債務について発生時の為替相場による円換算額を付

することが相当と認められるときには，当該為替相場による円換算額を付する

ことができる。Jとし， そのばあいの差額百記と長期金銭債務については，通

貨調整措置をとったものについては決算日基準でもよいが，これを発生時基準

としたばあいには差額の誌記が要求されるのである。昭和47年 9月決算では，

この意見に基づき，短期金銭債務について，決算日基準による変更差益を計上

したものは 2社(中部z 東北〕あり，長期金銭債務について，差額注記をしてい

ないのは関西電力だけで，他社はすべて注記していることも見逃せない事実で

ある。なお，昭和48年3月決算になると，各社とも発生時基準を採用すること
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になり，基準為替相場変更差益は計上されず，長期・短期の差額の注記表示に

変わるのである。

以上の事実から，乙の問題についての関西電力の実務は，個別意見のただし

書に合致した処理をしていることは事実であるが，他の電力会社との比較でい

えば，例えば，関西電力り昭和17年 9月決算において，短期債務は決算日基準

を原則とするという第主意見の原則には従っていないのに対L.東北電力中中

部電力は原則どおり変更差益を計卜しているのである。関西電力は，料金問題

を提起しようと Lたこの時点で，為替換算利益を計上せず，個別意見第五のた

だし書を適用して，発生時基準をとったのである。このぼあい，個別意見第五

においては r相当と認められるときには」発生時基準をとることができると

書かれているのであるが，相当と認められる根拠が果たしてあったといえるの

であるかどうかは，大きな疑問であろう。さらに，長期の金銭債務についての

差額注記は，意見に従えば確かに要求されていないのであるが，他の電力会社

はこれを表示していることを考えると，この点についても報告表示の函で，業

界水準を下廻ることになるのであるo

IV 

要するに，企業会計の社会的責任を考え亡し、くばあい，とくに公益事業につ

い亡いえば，料金問題とかかわると ζ ろが，社会的責任の主たる内容り つで

あることは否定できない。その意味から，関西電力の決算政策を検討してきた

のであ吾が，すでに述べてきた諸点力、らも明らかなように，減価償却について

いえば，料金算定の基準となる定額法による会計計算についての報告表示は，

昭和38年 9月まで実施していたにもかかわらず，その後， ζの表示をやめ，計

算基準を税法上の届出基準である定率法に変更し，あまつさえ，料金問題を提

起する時点で，税法上の課税所得計算上は合法的ではあっても，料金算定の適

正原価としては，まったく問題にならない特別償却を計上した決算報告による

業績悪化を演出したこと。
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第 2に，退職給与引当金は，税法上の累積限度の 2倍基準を他社に先がけて，

昭和39年より実施にふみ切った乙と，この妥当性については，関西電力の実情

からみて，きわめて疑わしいこと。しかも，他の電力会社では，中国電力 1社

のみが，ようやく昭和48午 3月でこの水準に達することができたのであり，そ

の他D会社は，こうした基準すらも採っていないことを考えると，まった〈問

題であるといわなければならない。

第 3の為替換算差益の処理については，企業会計審議会の個別意見に則って

いるとはいえ，個別意見が，ほとんどあらゆる処理を容認している以上， 歩

譲っても，個別意見のただし書ではなしその原則を採用すべきであると思わ

れるのである。しかるにy この点についても，料金値上げを提起した当の会社

であり，しかも，その計上差額の大きさからみても，関西電力がもっとも問題

とされなければならないのであるのに，他社に比べて，保守的処理があまりに

も強いことは，会計処理の面での社会的責任について疑問をいだかせるものと

いえよう。

関西電力の上野副社長は i企業の目的は利潤の追求が全てであるという時

代は過ぎ去った。企業は好むと好まざるにかかわらず社会的責任があり，そり

成果や企業の姿勢について社会に公表する ζ とを要求されることになる。企業

もいたずらにそれを避けようとせず ζ のような監査，制度の確立に積極的に当

事者として参加すべきであり，測定の方法，表示の方法についても企業の独自

性を生かした明瞭， 筒潔た方法を自ら作り出していかなければならない。」聞

と書Uておられるのであるが，料金値上げに際し，今まで述べてきたような決

算政策は，果たして，この言葉とどのようにつながるのであるか，関西消費者

団体連絡懇談会の原価資料公表の要請にも応えられない同こととあわせて考え

15:; 上野幸七，企業の社会的責任と会計のあり方， i企業会計」昭和48年 9月号.76:克
なお，事考までに付言すると，関西電力上野副社長ま元通産事請次官の出身である。他の電力

会社も政府と白人的結合は強い。例えば，東京電力石原副社長(元通産事務次官L 東北電力中
川眠締(元鉱山石炭局長)，同奥田取締(元商工次官)，北極道電力岡松室長〈元商工次官)，九
州電力小出副社長(元経済途画庁事務次官L 中部電力中川監査世(金主主事業委経理畏)，北陸電
力tL上単蹄(Jt科学技術庁振興局長)，四国電カ田中常務(元科学技栴庁振興局長)，中国電力岸
本取締〔山口県副知事〉。
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るとき，確かに，関西電力の会計処理や料金値上げについての申請処置は，現

行法規の上では合法的であるとはいえ，それをもって，今日の関西電力の会計

のあり方が妥当なものであるとは言い切れないのである。

われわれは，現代の会計決算政策の一つの典型として，関西電力のケ-?，を

採りあげたのであるが，これは公益事業の料金問題と関連した特殊なケースで

あるとはいえ，巨大企業の資本蓄積に果たす会計の 1つの実態を示す意味で，

一般的な性格をも示しているものと解してよいであろう。

16) 昭和48年 6月に，ご〈簡単な「資料」が提出されているだけである。その中で，差別料金(電
灯と大口電力の料金の3倍の格差)の生じる理由を実数抜きに慨説しているが，費用明細4示さ
ないもので，資料などといえるもりではない。


